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１【提出理由】

　当社第38期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。

２【報告内容】

(１）当該株主総会が開催された年月日

2021年６月23日

　

(２）当該決議事項の内容

（会社提案）

第１号議案　剰余金処分の件

第２号議案　定款一部変更の件

１．当社の今後の事業展開に備え、現行定款第２条（目的）３号に事業目的を追加する。ま
た、同条２号の文言を一部修正する。

２．平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）にお
いて定款の定めにより社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結すること
が可能となったため、監査役についても、その期待される役割を十分に発揮出来るよ
う、定款第32条（監査役の責任免除）の一部を変更する。

第３号議案　取締役５名選任の件

取締役として、藤井直樹氏、竹治康公氏、林隆一氏、山川清日氏、石橋正明氏を選任す
る。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、高橋康弘氏、上原健嗣氏を選任する。

　

(３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
ための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 37,613 127 0 可決（93.33％）

第２号議案 37,600 140 0 可決（93.30％）

第３号議案 　 　 　 　
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

（賛成の割合）

藤井直樹 37,274 466 0 可決（92.49％）

竹治康公 36,736 1,004 0 可決（91.16％）

林隆一 36,749 991 0 可決（91.19％）

山川清日 36,774 966 0 可決（91.25％）

石橋正明 36,219 1,521 0 可決（89.88％）

第４号議案 　 　 　 　

高橋康弘 37,270 470 0 可決（92.48％）

上原健嗣 37,237 503 0 可決（92.40％）

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席お
よび出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席お
よび出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席お
よび出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

　

議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により各決議
事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため議決権の数の一部を集計して
おりません。

以上
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